
別紙 15 

○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算

定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービ

スに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等

に関する届出等における留意点について（平成１２年３月８日老企第４１号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知） 
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２ 訪問介護 
① 「施設等の区分」については、事業所の運営規程において定

める「指定訪問介護の内容」に従って記載させること。例えば、
指定訪問介護の内容を身体介護中心型に限定する場合は「身体
介護」を、指定訪問介護の内容を限定しない場合は「身体介護」
「生活援助」「通院等乗降介助」のすべてを記載させること。 

② 「定期巡回・随時対応サービスに関する状況」については、
厚生労働大臣が定める基準（平成 27 年厚生労働省告示第 95 号。
以下「大臣基準告示」という。）第１号ロ(1)に該当する場合は
「定期巡回の指定を受けている」と、同号ロ(2)に該当する場合
は「定期巡回の整備計画がある」と、いずれにも該当しない場
合は「定期巡回の指定を受けていない」と記載させ、（別紙 15）
「定期巡回・随時対応サービスに関する状況等に係る届出書」
を添付させること。 

③ 「サービス提供責任者体制の減算」については、厚生労働大
臣が定める利用者等（平成 27 年厚生労働省告示第 94 号。以下
「利用者等告示」という。）第２号に該当するサービス提供責
任者を配置する場合に、「あり」と記載させること。 

④ 「特定事業所加算」については、大臣基準告示第３号イに該
当する場合は「加算Ⅰ」と、同号ロに該当する場合は「加算Ⅱ」
と、同号ハに該当する場合は「加算Ⅲ」と、同号ニに該当する
場合は「加算Ⅳ」と記載させること。なお、（別紙 10）「特定
事業所加算に係る届出書（訪問介護事業所）」を添付させるこ
と。 

⑤ 「共生型サービスの提供」については、障害福祉制度の指定
居宅介護事業所が、介護保険制度の共生型訪問介護の指定を受
け、実際に要介護高齢者に対してサービス提供を行うことが可
能な場合は「居宅介護事業所」に、障害福祉制度の指定重度訪
問介護事業所が、介護保険制度の共生型訪問介護の指定を受け、
実際に要介護高齢者に対してサービス提供を行うことが可能な
場合は「重度訪問介護事業所」に、それぞれ「あり」と記載さ

２ 訪問介護 
① 「施設等の区分」については、事業所の運営規程において定

める「指定訪問介護の内容」に従って記載させること。例えば、
指定訪問介護の内容を身体介護中心型に限定する場合は「身体
介護」を、指定訪問介護の内容を限定しない場合は「身体介護」
「生活援助」「通院等乗降介助」のすべてを記載させること。 

② 「特別地域加算」については、事業所の所在する地域が厚生
労働大臣が定める地域（平成 12 年厚生省告示第 24 号）及び厚
生労働大臣が定める地域第６号の規定に基づき厚生労働大臣が
定める地域（平成 12 年厚生省告示第 54 号）に該当する場合に、
「あり」と記載させること。 

③ 「定期巡回・随時対応サービスに関する状況」については、
厚生労働大臣が定める基準（平成 27 年厚生労働省告示第 95 号。
以下「大臣基準告示」という。）第１号ロ(1)に該当する場合は
「定期巡回の指定を受けている」と、同号ロ(2)に該当する場合
は「定期巡回の整備計画がある」と、いずれにも該当しない場
合は「定期巡回の指定を受けていない」と記載させ、（別紙 15）
「定期巡回・随時対応サービスに関する状況等に係る届出書」
を添付させること。 

④ 「サービス提供責任者体制の減算」については、厚生労働大
臣が定める利用者等（平成 27 年厚生労働省告示第 94 号。以下
「利用者等告示」という。）第２号に該当するサービス提供責
任者を配置する場合に、「あり」と記載させること。ただし、
大臣基準告示第２号に該当する場合は、「なし」と記載させ、
（別紙 16）「サービス提供責任者体制の減算に関する届出書」
を添付させること。 

⑤ 「特定事業所加算」については、大臣基準告示第３号イに該
当する場合は「加算Ⅰ」と、同号ロに該当する場合は「加算Ⅱ」
と、同号ハに該当する場合は「加算Ⅲ」と、同号ニに該当する
場合は「加算Ⅳ」と記載させること。なお、（別紙 10）「特定
事業所加算に係る届出書（訪問介護事業所）」を添付させるこ
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○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算

定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービ

スに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等

に関する届出等における留意点について（平成１２年３月８日老企第４１号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知） 

傍線の部分は改正部分 

- 7 -

せること。 
⑥ 「特別地域加算」については、事業所の所在する地域が厚生

労働大臣が定める地域（平成 12 年厚生省告示第 24 号）及び厚
生労働大臣が定める地域第６号の規定に基づき厚生労働大臣が
定める地域（平成 12 年厚生省告示第 54 号）に該当する場合に、
「あり」と記載させること。 

 
⑦ 「中山間地域における小規模事業所加算」における「地域に

関する状況」については、厚生労働大臣が定める中山間地域等
の地域（平成 21 年厚生労働省告示第 83 号）第１号に該当する
場合に、「該当」と記載させること。 
また、「規模に関する状況」については、厚生労働大臣が定

める施設基準（平成 27 年厚生労働省告示第 96 号。以下「施設
基準」という。）第１号に該当する場合に、「該当」と記載さ
せること。 

⑧ 「介護職員処遇改善加算」については、大臣基準告示第４号
イに該当する場合は、「加算Ⅰ」、同号ロに該当する場合は「加
算Ⅱ」、同号ハに該当する場合は「加算Ⅲ」と、同号ニに該当
する場合は「加算Ⅳ」、同号ホに該当する場合は「加算Ⅴ」と
記載させること。 

と。 
⑥ 「中山間地域における小規模事業所加算」における「地域に

関する状況」については、厚生労働大臣が定める中山間地域等
の地域（平成 21 年厚生労働省告示第 83 号）第１号に該当する
場合に、「該当」と記載させること。 
また、「規模に関する状況」については、厚生労働大臣が定

める施設基準（平成 27 年厚生労働省告示第 96 号。以下「施設
基準」という。）第１号に該当する場合に、「該当」と記載さ
せること。 

⑦ 「介護職員処遇改善加算」については、大臣基準告示第４号
イに該当する場合は、「加算Ⅰ」、同号ロに該当する場合は「加
算Ⅱ」、同号ハに該当する場合は「加算Ⅲ」と、同号ニに該当
する場合は「加算Ⅳ」、同号ホに該当する場合は「加算Ⅴ」と
記載させること。 

３ 訪問入浴介護 
① 「特別地域加算」については、訪問介護と同様であるので、

２⑥を準用されたい。 
② 「中山間地域等における小規模事業所加算」における「地域

に関する状況」については、訪問介護と同様であるので、２⑦
を準用されたい。 
また、「規模に関する状況」については、施設基準第２号に

該当する場合に、「該当」と記載させること。 
③ 「サービス提供体制強化加算」については、（別紙 12）「サ

ービス提供体制強化加算に関する届出書」を添付させること。 
④ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様である

３ 訪問入浴介護 
① 「特別地域加算」については、訪問介護と同様であるので、

２②を準用されたい。 
② 「中山間地域等における小規模事業所加算」における「地域

に関する状況」については、訪問介護と同様であるので、２⑥
を準用されたい。 
また、「規模に関する状況」については、施設基準第２号に

該当する場合に、「該当」と記載させること。 
③ 「サービス提供体制強化加算」については、（別紙 12）「サ

ービス提供体制強化加算に関する届出書」を添付させること。 
④ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様である


